
１　審査請求の発生状況 （単位：件）

H22年度 (22.9%) 705 (1.4%) 44 (13.9%) 429 (7.4%) 229 (39.1%) 1,206 (0.4%) 12 (85.1%) 2,625 (14.9%) 459 (100.0%) 3,084

23年度 (22.5%) 806 (1.6%) 57 (12.7%) 453 (8.6%) 307 (43.4%) 1,555 (2.8%) 100 (91.5%) 3,278 (8.5%) 303 (100.0%) 3,581

24年度 (14.5%) 521 (1.4%) 51 (10.1%) 362 (4.1%) 149 (62.6%) 2,254 (1.3%) 47 (94.1%) 3,384 (5.9%) 214 (100.0%) 3,598

25年度 (11.2%) 321 (0.8%) 23 (12.2%) 349 (4.5%) 128 (63.9%) 1,825 (1.9%) 54 (94.6%) 2,700 (5.4%) 155 (100.0%) 2,855

26年度 (24.6%) 499 (2.8%) 56 (15.5%) 314 (8.5%) 172 (37.1%) 754 (3.6%) 74 (92.1%) 1,869 (7.9%) 161 (100.0%) 2,030

27年度 (24.5%) 514 (1.7%) 36 (15.9%) 334 (8.6%) 180 (34.4%) 721 (5.6%) 117 (90.7%) 1,902 (9.3%) 196 (100.0%) 2,098

28年度 (22.4%) 558 (2.9%) 72 (20.3%) 504 (6.9%) 172 (37.7%) 937 (0.4%) 10 (90.6%) 2,253 (9.4%) 235 (100.0%) 2,488

29年度 (30.8%) 910 (3.2%) 94 (15.7%) 465 (7.3%) 216 (37.5%) 1,106 (0.9%) 27 (95.4%) 2,818 (4.6%) 135 (100.0%) 2,953

30年度 (33.4%) 1,038 (1.6%) 49 (17.9%) 557 (6.0%) 185 (35.9%) 1,114 (0.3%) 8 (95.1%) 2,951 (4.9%) 153 (100.0%) 3,104

R元年度 (30.1%) 772 (1.9%) 49 (19.7%) 505 (5.3%) 135 (37.5%) 961 (0.2%) 5 (94.7%) 2,427 (5.3%) 136 (100.0%) 2,563

　

区分 申告所得税等 源泉所得税等 法人税等 相続税・贈与税 消費税等

○　令和元年度における審査請求の件数は、源泉所得税等を除きほぼ全ての税目で件数が減少したことに伴い、前年度と比べ
　17.４％の減少となっています。

合計その他 計 徴収関係

対前年度比

17.4％減少

（注）年度は４月１日から翌年３月31日までです。
年度



２　審査請求の処理状況 （単位：件、％）

H22年度 (4.1%) 153 (8.8%) 326 (61.6%) 2,289 (17.2%) 640 (8.3%) 309 (100.0%) 3,717

23年度 (4.0%) 119 (9.6%) 285 (67.2%) 1,994 (9.6%) 285 (9.6%) 284 (100.0%) 2,967

24年度 (4.1%) 150 (8.3%) 301 (68.6%) 2,482 (10.5%) 381 (8.4%) 304 (100.0%) 3,618

25年度 (2.4%) 73 (5.3%) 163 (80.7%) 2,481 (6.4%) 197 (5.2%) 159 (100.0%) 3,073

26年度 (3.9%) 117 (4.1%) 122 (80.1%) 2,388 (5.5%) 165 (6.3%) 188 (100.0%) 2,980

27年度 (1.6%) 37 (6.4%) 147 (69.9%) 1,615 (12.5%) 289 (9.6%) 223 (100.0%) 2,311

28年度 (2.5%) 49 (9.8%) 192 (64.2%) 1,258 (9.7%) 191 (13.7%) 269 (100.0%) 1,959

29年度 (2.2%) 54 (6.0%) 148 (74.3%) 1,840 (7.5%) 186 (10.0%) 247 (100.0%) 2,475

30年度 (2.6%) 77 (4.8%) 139 (79.0%) 2,310 (4.7%) 136 (8.9%) 261 (100.0%) 2,923

R元年度 (3.2%) 90 (10.0%) 285 (69.9%) 1,989 (4.7%) 134 (12.2%) 348 (100.0%) 2,846

※注意事項
　・　発生及び処理の状況には、国税通則法に基づくものの他に行政不服審査法に基づく審査請求が含まれています。
　・　かっこ書きは、会計年度内の構成割合（％）を示しています。
　・　出典：記者発表資料「令和元年度における審査請求の概要」

区分

12.9% 93.2%

13.6% 96.9%

 全部認容  一部認容  棄　却  却　下  取下げ 計 認容割合
１年以内処理

件数割合

99.2%

12.5% 96.2%

7.7% 96.2%

8.0% 92.2%

○　令和元年度の審査請求の処理件数は2,846件となっています。

○　処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数（認容件数）は375件（一部認容285件、全部認容
　　90件）で、その割合は13.2％となっています。

○　審査請求は、原則１年以内に裁決するよう努めており、審査請求の１年以内の処理件数割合は98.0％となっています。

7.4% 99.5%

13.2% 98.0%

8.0% 92.4%

12.3% 98.3%

8.2%

１年以内の処理

件数割合98.0％

認容割合13.2％

対前年度比

5.8ポイント増加

年度
（注）年度は４月１日から翌年３月31日までです。

認容件数

計375件


